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［凡例］

１．計数については、原則として、表示単位未満を切り捨て、端数調整をしていな

いため、合計等と一致しない場合がある。

２．増減率及び構成比等は、原則として各表内計数により計算している。
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第１ 審 査 の 概 要

１ 審 査 の 対 象

平成１３年度東京都一般会計

平成１３年度東京都特別会計

特別区財政調整会計

地方消費税清算会計

小笠原諸島生活再建資金会計

母子福祉貸付資金会計

心身障害者扶養年金会計

中小企業設備導入等資金会計

農業改良資金助成会計

林業改善資金助成会計

沿岸漁業改善資金助成会計

と場会計

都営住宅等保証金会計

都市開発資金会計

用地会計

公債費会計

新住宅市街地開発事業会計

多摩ニュータウン事業会計

市街地再開発事業会計

臨海都市基盤整備事業会計

２ 審 査 の 手 続

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第２項の規定により審査に付された平成１３

年度一般会計及び特別会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書

及び財産に関する調書について審査した。

審査に当たっては、

（１）決算計数は、正確であるか

（２）予算の執行は、予算議決の目的に従い、適正かつ効率的になされているか

（３）事業の執行は、地方自治法第２条第１４項（住民の福祉と最少の経費で最大の効果）及び第

１５項（組織及び運営の合理化）の趣旨に則ったものとなっているか

（４）財産の取得、管理処分は、適正に処理されているか

などに主眼を置き、決算書及び証拠書類を照合するとともに、関係部局から決算内容についての聴

取その他必要と認める審査手続を実施した。

３ 審 査 の 期 間

平成１４年７月２５日から同年９月１１日まで
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第２ 審 査 の 結 果

審査に付された一般会計及び特別会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書及び実質収

支に関する調書の計数は、それぞれの関係諸帳簿及び証拠書類と照合した結果、誤りのないものと

認められる。

なお、財産に関する調書の計数については、次のとおり、計数の一部に誤りが認められた（詳細

は〔第４ 局別事項〕に記載）。

１ 公有財産

ア 土 地
２過大に登載されているもの １件 ６２３．００ ｍ

イ 建 物
２過大に登載されているもの ２件 ６，７５８．３８ ｍ
２登載漏れとなっているもの １件 １９．１２ ｍ

ウ 動 産

過大に登載されているもの １件 ２隻 １，９００．１４総トン

エ 無 体 財 産 権

登載漏れとなっているもの １ 件

オ 有 価 証 券

登載漏れとなっているもの １件 ６００，０００ 円

２ 物 品

過大に登載されているもの ４件 ７３ 点

登載漏れとなっているもの １件 ２８ 点

３ 債 権

過大に計上されているもの ３件 ３２４，３４３，６６３ 円

計上漏れとなっているもの ２件 ３，７４８，９３９，９３６ 円
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第３ 決 算 の 概 要

１ 決 算 の 総 括

（１）歳入歳出決算の状況

歳入歳出決算の総額は、一般会計と特別会計とを合算すると、表１のとおり

歳 入 ９兆８，５４７億余円

歳 出 ９兆６，７７９億余円

差 引 １，７６８億余円

となっており、これを会計別に見ると、表２及び表３のとおりである。

歳 入 歳 出 決 算 総 括

(表１) （単位:百万円）
会 計 別 歳 入 決 算 額 歳 出 決 算 額 差 額 摘 要

内訳は(表２)
一 般 会 計 ６,３１０,１３７ ６,２０１,６１０ １０８,５２７ のとおり
特 別 会 計 内訳は(表３)
(１８会計合算) ３,５４４,６４２ ３,４７６,３５５ ６８,２８６ のとおり

合 計 ９,８５４,７７９ ９,６７７,９６５ １７６,８１３
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一 般 会 計 歳
(表２)

歳 入

科 目 (款) 予 算 現 額 決 算 額 比較増(△)減額 収入率

1 都 税 ４,３７７,６５４ ４,３７９,２７２ １，６１８ １００.０

2 地 方 譲 与 税 ２,９２４ ３,０３８ １１４ １０３.９

3 助 成 交 付 金 １８ １７ △ ０ ９４.４

4 地方特例交付金 １５２,５６２ １５２,５６２ ０ １００

5 特 別 交 付 金 ４,４３７ ４,５２１ ８３ １０１.９

6 分担金及負担金 ２１,５３３ １６,３２７ △ ５,２０６ ７５.８

7 使用料及手数料 １８６,８４２ １７８,４４８ △ ８,３９４ ９５.５

8 国 庫 支 出 金 ５７９,００２ ５３９,９７８ △ ３９,０２３ ９３.３

9 財 産 収 入 ８３,０９１ １３３,４５７ ５０,３６５ １６０.６

10 寄 附 金 １３７ １２９ △ ７ ９４.２

11 繰 入 金 ６３,２３２ ５２,８１３ △ １０,４１８ ８３.５

12 諸 収 入 ４５７,３５２ ４６４,８４０ ７,４８７ １０１.６

13 都 債 ４５８,２３８ ３１３,３２１ △ １４４,９１６ ６８.４

14 繰 越 金 ７１,４０５ ７１,４０５ ０ １００.０

合 計 ６,４５８,４３５ ６,３１０,１３７ △ １４８,２９７ ９７.７

歳 入 歳 出 決 算 額 の 差 額
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入 歳 出 決 算
（単位：百万円、％）

歳 出

科 目(款) 予 算 現 額 決 算 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 執行率

1 議 会 費 ６,５２１ ５,６６８ ０ ８５２ ８６.９

2 総 務 費 ２２１,９９３ ２０６,７７２ ２８８ １４,９３２ ９３.１

3 徴 税 費 ８５,８８６ ８３,１００ ０ ２,７８５ ９６.８

4 生活文化費 ２４,４５９ ２２,１９４ ０ ２,２６５ ９０.７

5 都市計画費 １３５,４００ １２０,６６６ １２,０７２ ２,６６１ ８９.１

6 環 境 費 ３３,３６８ ２６,９８９ ６９５ ５,６８３ ８０.９

7 福 祉 費 ５７４,７２７ ５４９,３４１ ２,３２３ ２３,０６１ ９５.６

8 産業労働費 ３６６,６５４ ３５１,０７１ ３,２７６ １２,３０６ ９５.７

9 住 宅 費 ２６２,８４９ ２３１,５２０ ２４,５３６ ６,７９２ ８８.１

10 衛 生 費 １４４,５５５ １３３,６５２ ０ １０,９０２ ９２.５

11 土 木 費 ５３６,８４２ ４５５,４１８ ６１,６５１ １９,７７２ ８４.８

12 港 湾 費 ９４,９３０ ８３,９９７ ３,９６０ ６,９７２ ８８.５

13 教 育 費 ８０２,５８５ ７９０,２９７ ０ １２,２８７ ９８.５

14 学 務 費 １５０,３２６ １４８,１５４ ０ ２,１７１ ９８.６

15 警 察 費 ６１３,１００ ５９８,２２８ １７３ １４,６９７ ９７.６

16 消 防 費 ２４４,０００ ２３９,８６２ ０ ４,１３７ ９８.３

17 公 債 費 ５３１,３０６ ５３１,１５５ ０ １５０ １００.０

18 諸 支 出 金 １,６２５,７２９ １,６２３,５１７ ０ ２,２１２ ９９.９

19 予 備 費 ３,２００ ０ ０ ３,２００ ０

合 計 ６,４５８,４３５ ６,２０１,６１０ １０８,９７７ １４７,８４７ ９６.０

１０８,５２７百万円
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特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算
（単位：百万円、％）(表３)

歳 入 歳 出
会 計 名 予 算 現 額 歳 入 決 算 額 収入率 歳 出 決 算 額 執行率 決算額の差額

1 特 別 区
財政調整会計 ８３０,４９８ ８３０,４９６ １００.０ ８３０，４９６ １００.０ ０

2 地 方 消 費 税 歳入１,００３,９１９
清 算 会 計 歳出 ９７６,５４８ ９５２,５７２ ９４.９ ９３３，５６４ ９５.６ １９,００８

3 小笠原諸島生活
再建資金会計 ３０３ ４８０ １５８.４ ４９ １６.２ ４３１

4 母子福祉貸付
資 金 会 計 ４,３８７ ４,４１２ １００.６ ３,４３９ ７８.４ ９７２

5 心身障害者扶養
年 金 会 計 ４,０２９ ３,９１６ ９７.２ ３,８６１ ９５.８ ５４

6 中小企業設備
導入等資金会計 ２０,２７６ １９,７５６ ９７.４ １３,５６１ ６６.９ ６,１９５

7 農業改良資金
助 成 会 計 １８１ ９５ ５２.５ ５８ ３２.０ ３６

8 林業改善資金
助 成 会 計 ３５ ７４ ２１１.４ １ ２.９ ７３

9 沿岸漁業改善
資金助成会計 ５１ ４８ ９４.１ ２６ ５１.０ ２１

10 と 場 会 計
６,２８３ ６,０８３ ９６.８ ６,０８３ ９６.８ ０

11 都 営 住 宅 等 歳入 ４,１０５
保 証 金 会 計 歳出 ３,０７８ ４,３７５ １０６.６ ３,０３５ ９８.６ １,３３９

12 都 市 開 発
資 金 会 計 １３,８１３ ２３,１５２ １６７.６ １２,４０４ ８９.８ １０,７４８

13 用 地 会 計 (５１１)
１４７,１４７ １１８,２００ ８０.３ １０２,９０７ ６９.９ １５,２９２

14 公 債 費 会 計
１,３６９,９４６ １,３６８,７６５ ９９.９ １,３６８,７６５ ９９.９ ０

15 新住宅市街地 ( ８７)
開発事業会計 ７４,８１８ ７５,５４０ １０１.０ ７３,８４０ ９８.７ １,６９９

16 多 摩 ニ ュ ー
タウン事業会計 ９７,２８３ ８５,９２９ ８８.３ ８１,５５３ ８３.８ ４,３７５

17 市街地再開発 (３４９)
事 業 会 計 ４４,３７９ ４７,０４８ １０６.０ ３９,０３７ ８８.０ ８,０１０

18 臨海都市基盤 ( ３７)
整備事業会計 ５,３８０ ３,６９３ ６８.６ ３,６６６ ６８.１ ２６

歳 入
３,６２６,８３４ (９８５)

合 計 ３,５４４,６４２ ９７.７ ３,４７６,３５５ ９６.６ ６８,２８６
歳 出

３,５９８,４３６

(注)1 歳出決算額欄の( )は、翌年度繰越額で外書きである。
2 予算現額は、地方消費税清算会計及び都営住宅等保証金会計を除き、歳入歳出同額である。
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（２）決算収支の状況

決算の収支状況は表４のとおり、一般会計及び特別会計を合計した実質収支の額は、歳入総額

から歳出総額を差し引いた形式収支の額１，７６８億１３百余万円から翌年度へ繰り越すべき財

源３９０億５４百余万円を差し引いた１，３７７億５９百余万円となっている。

また、前年度の実質収支額を差し引いた単年度収支額は１，０３９億９３百余万円となってい

る。

（表４）実質収支の状況

（単位：百万円）

区 分 一般会計 特別会計 合 計

歳 入 総 額 ① 6,310,137 3,544,642 9,854,779

歳 出 総 額 ② 6,201,610 3,476,355 9,677,965

形 式 収 支 ③＝①－② 108,527 68,286 176,813

翌年度へ繰り越すべき財源 ④ 38,366 687 39,054

実 質 収 支 ⑤＝③－④ 70,160 67,599 137,759

単 年 度 収 支（実質収支137,759 － 前年度実質収支33,766) 103,993

（注）１ 形式収支とは、現金ベースでの収支の結果を示すもので、当該年度中に収入された現金

（歳入総額）から、支出された現金（歳出総額）を単純に差し引いたものである。

２ 翌年度に繰り越すべき財源とは、翌年度繰越額から、事業の繰越しに伴う国庫補助金等

の未収入特定財源を差し引いたものである。

３ 実質収支とは、形式収支から翌年度に繰り越すべき財源を差し引いたものである。
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２ 執行状況について

平成１３年度予算は、「財政再建推進プラン」の前半の到達点としてその着実な実行を図ること

により、「財政構造改革を確実に進めるなか、首都東京の再生を目指す予算」と位置づけ、

① 「財政再建推進プラン」に基づき、引き続き、自ら厳しい内部努力を実施するとともに、す

べての施策について聖域なく見直しを行うこと

② 財政構造改革を進めるなか、首都東京の再生を目指すための施策を厳選し、確実な実行を図る

こと

を基本として編成されたものである。

以下、会計別（一般会計及び特別会計）の執行状況について述べる。

（１）一般会計について

（単位：百万円、％）

平成１３年度決算額 平成１２年度決算額 増（△）減

額 率

歳 入 （ 収 入 済 ６，３１０，１３７ ６，４２１，５９９ △１１１，４６２ △ １．７

額）

歳 出 （ 支 出 済 ６，２０１，６１０ ６，３５０，１９３ △１４８，５８３ △ ２．３

額）

差 引 １０８，５２７ ７１，４０５ ３７，１２１ ５２．０

一般会計は、都税を主な財源（別表１のとおり、歳入総額に占める割合は６９．４％（前年度

比２．９ポイント増）である。）として、教育・社会福祉・保健衛生の事業、警察・消防の運

営、住宅・道路・公園の建設など、東京都が行う行政の大部分を経理する中心的な会計である。

予算・決算状況について見ると、表２（前掲）のとおり、歳入は、予算現額６兆４，５８４

億余円に対し、決算額は６兆３，１０１億余円で、１，４８２億余円の減となっている。これ

は、主として、都債が１，４４９億余円減となったためであり、前年度比では、上表のとお

り、１，１１４億余円（１．７％）の減である。

収入率は、前年度９６．７％から１．０ポイント上昇して９７．７％となっている。

歳出は、予算現額６兆４，５８４億余円に対し、決算額６兆２，０１６億余円、翌年度繰越

額１，０８９億余円、不用額１，４７８億余円で、前年度比では、１，４８５億余円（２．３

％）の減である。

執行率は、前年度９５．６％から０．４ポイント上昇して９６．０％となっている。

歳入・歳出の各款別の執行状況は、次のとおりである。
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ア 歳 入

第１款 都 税

（単位：百万円、％）

予算現額に

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 対する収入 収入率

済額の増減

平成１３年度 4,377,654 4,589,425 4,379,272 33,716 177,608 1,618 100.0

法 人 二 税 1,750,643 1,807,180 1,769,910 7,990 30,074 19,267 101.1

その他都税 2,627,011 2,782,244 2,609,362 25,725 147,534 △ 17,649 99.3

平成１２年度 4,268,173 4,508,182 4,268,982 35,811 207,549 809 100.0

法 人 二 税 1,650,938 1,689,746 1,649,785 5,444 38,289 △ 1,152 99.9

その他都税 2,617,235 2,818,436 2,619,197 30,366 169,259 1,962 100.1

比 較 額 109,481 81,242 110,289 △ 2,095 △ 29,941

増( )減 率 2.6 1.8 2.6 △ 5.9 △ 14.4△

都税は、都民税をはじめとする１８税目で構成されており、予算現額４兆３，７７６億余円に

対し、収入済額４兆３，７９２億余円で、収入率１００．０％となっている。

これを法人二税（法人事業税及び法人都民税）とその他都税に大別して見ると、法人二税は、

予算現額１兆７，５０６億余円に対し、収入済額１兆７，６９９億余円、収入率１０１．１％で

あり、前年度と比べて１，２０１億余円（７．３％）の増となっている。増加となった主な理由

は、新たに銀行業等に対する外形標準課税による収入（１，０２９億余円）があったことによる

ものである。

その他都税は、予算現額２兆６，２７０億余円に対し、収入済額２兆６，０９３億余円、収入

率９９．３％であり、その主な内訳は、固定資産税・都市計画税（１兆２，８２２億余円）、個

人都民税（３，５９０億余円）及び繰入地方消費税（３，０６８億余円）で、前年度と比べて９

８億余円（０．４％）の減となっている。

なお、収入未済額は、１，７７６億余円で、前年度と比べて２９９億余円（１４．４％）の減

となっている。
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第２款 地方譲与税

（単位：百万円、％）

予算現額に

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 対する収入 収入率

済額の増減

平成１３年度 2,924 3,038 3,038 0 0 114 103.9

平成１２年度 2,863 2,892 2,892 0 0 29 101.0

比 較 額 61 146 146 0 0

増( )減 率 2.1 5.0 5.0 － －△

地方譲与税は、本来地方公共団体が収入すべきものを、主として課税技術上、国がいったん国

税として徴収し、一定の基準で地方公共団体に譲与する税の総称である。主なものは、地方道路

譲与税で、収入済額２０億余円となっている。

第３款 助成交付金

（単位：百万円、％）

予算現額に

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 対する収入 収入率

済額の増減

平成１３年度 18 17 17 0 0 △ 0 94.4

平成１２年度 19 18 18 0 0 △ 1 94.7

比 較 額 △ 0 △ 0 △ 0 0 0

増( )減 率 △ 0.0 △ 0.0 △ 0.0 － －△

助成交付金は、国有提供施設等所在市町村助成交付金（アメリカ合衆国軍隊や自衛隊が使用す

る国有施設の所在する市町村（特別区分）に対する交付金）を収入したものである。

第４款 地方特例交付金

（単位：百万円、％）

予算現額に

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 対する収入 収入率

済額の増減

平成１３年度 152,562 152,562 152,562 0 0 0 100

平成１２年度 157,041 157,041 157,041 0 0 0 100

比 較 額 △ 4,478 △ 4,478 △ 4,478 0 0

増( )減 率 △ 2.9 △ 2.9 △ 2.9 － －△

地方特例交付金は、平成１１年度に創設され、恒久的な減税に伴う地方税の減収の一部を補て
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んするための交付金である。

第５款 特別交付金

（単位：百万円、％）

予算現額に

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 対する収入 収入率

済額の増減

平成１３年度 4,437 4,521 4,521 0 0 83 101.9

平成１２年度 4,936 4,174 4,174 0 0 △ 761 84.6

比 較 額 △ 498 347 347 0 0

増( )減 率 △ 10.1 8.3 8.3 － －△

特別交付金は、国に納付された交通反則金に係る収入を原資として、地方公共団体が行う道路

交通安全施設の設置及び管理に要する費用に充てるため、交通事故発生件数等を基準として国か

ら交付される交通安全対策特別交付金である。

第６款 分担金及負担金

（単位：百万円、％）

予算現額に

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 対する収入 収入率

済額の増減

平成１３年度 21,533 16,990 16,327 51 611 △ 5,206 75.8

平成１２年度 22,792 20,759 20,139 55 564 △ 2,653 88.4

比 較 額 △ 1,258 △ 3,768 △ 3,811 △ 4 47

増( )減 率 △ 5.5 △ 18.2 △ 18.9 △ 7.3 8.3△

分担金及負担金は、特定の事業の施行によって利益を受ける者から、受益の程度に応じて事業

に要する経費を収入するもので、前年度に比べ３８億余円（１８．９％）の減となっている。こ

の主な理由は、土木費負担金（３１億余円）が減となったことによるものである。

分担金及負担金の主なものは、土木費負担金（１１６億余円）であり、その主な内訳は、街路

整備に伴う負担金（６９億余円）及び首都高速道路関連街路整備に伴う負担金（２７億余円）で

ある。
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第７款 使用料及手数料

（単位：百万円、％）

予算現額に

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 対する収入 収入率

済額の増減

平成１３年度 186,842 184,135 178,448 379 5,310 △ 8,394 95.5

平成１２年度 182,577 186,305 179,835 341 6,129 △ 2,742 98.5

比 較 額 4,264 △ 2,169 △ 1,387 37 △ 819

増( )減 率 2.3 △ 1.2 △ 0.8 10.9 △ 13.4△

使用料及手数料は、公の施設の利用料等である使用料と特定の者に提供される行政サービスの

対価である手数料とを収入するものである。

使用料及手数料のうち、使用料は予算現額１，５６０億余円に対し、収入済額１，５０９億余

円、収入率９６．７％であり、主な内訳は、住宅使用料（８２１億余円）、土木使用料（２０１

億余円）、福祉使用料（１９３億余円）及び教育使用料（１６４億余円）である。

また、手数料は予算現額３０７億余円に対し、収入済額２７５億余円、収入率８９．４％であ

り、主な内訳は、警察手数料（１８６億余円）及び環境手数料（２９億余円）である。

なお、収入未済額の主なものは、都営住宅等の住宅使用料（４７億余円）である。

第８款 国庫支出金

（単位：百万円、％）

予算現額に

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 対する収入 収入率

済額の増減

平成１３年度 579,002 539,978 539,978 0 0 △ 39,023 93.3

平成１２年度 571,275 514,854 514,854 0 0 △ 56,420 90.1

比 較 額 7,726 25,124 25,124 0 0

増( )減 率 1.4 4.9 4.9 － －△

国庫支出金は、国が事業の経費の全部又は一部を負担することとされている国庫負担金、国が

特定の事業を奨励するため、又は地方公共団体の財政上の特別な必要に基づき支出する国庫補助

金及び国からの委託事務に伴う委託金を収入するもので、前年度に比べ２５１億余円（４．９

％）の増となっている。この主な理由は、平成１３年度に新設された緊急地域雇用創出特別基金

の補助金（２３８億円）を収入したことによるものである。

国庫支出金のうち、国庫負担金は予算現額３，６８９億余円に対し、収入済額３，４２６億余

円、収入率９２．９％であり、主な内訳は、教育費国庫負担金（２，０８５億余円）、土木費国

庫負担金（４４６億余円）、住宅費国庫負担金（４００億余円）及び福祉費国庫負担金（３３９

億余円）である。



- 13 -

次に、国庫補助金は予算現額１，９２３億余円に対し、収入済額１，８２５億余円、収入率９

４．９％であり、主な内訳は、福祉費国庫補助金（３５９億余円）、土木費国庫補助金（３５６

億余円）、産業労働費国庫補助金（３０６億余円）及び住宅費国庫補助金（２２９億余円）であ

る。

委託金は収入済額１４７億余円であり、主な内訳は、総務費委託金（６６億余円）、産業労働

費委託金（３８億余円）及び衛生費委託金（３０億余円）である。

第９款 財産収入

（単位：百万円、％）

予算現額に

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 対する収入 収入率

済額の増減

平成１３年度 83,091 133,488 133,457 0 31 50,365 160.6

平成１２年度 184,789 120,672 120,650 0 21 △ 64,138 65.3

比 較 額 △101,697 12,816 12,806 0 9

増( )減 率 △ 55.0 10.6 10.6 － 42.9△

財産収入は、都有財産の売払収入及び運用収入で、前年度に比べ１２８億余円（１０．６％）

の増となっている。この主な理由は、財産売払収入のうち、土地の売払実績の増によるものであ

る。

財産収入のうち、財産売払収入は予算現額６２９億余円に対し、収入済額１，１６９億余円、

収入率１８５．８％である。

また、財産運用収入は収入済額１６４億余円であり、その内訳は、利子及配当金（９３億余

円）及び財産貸付収入（７１億余円）である。

第１０款 寄附金

（単位：百万円、％）

予算現額に

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 対する収入 収入率

済額の増減

平成１３年度 137 129 129 0 0 △ 7 94.2

平成１２年度 196 202 202 0 0 5 103.1

比 較 額 △ 59 △ 72 △ 72 0 0

増( )減 率 △ 30.1 △ 35.6 △ 35.6 － －△

寄附金は、都立大学・科学技術大学教育研究奨励事業などに寄せられたものである。
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第１１款 繰入金

（単位：百万円、％）

予算現額に

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 対する収入 収入率

済額の増減

平成１３年度 63,232 52,813 52,813 0 0 △ 10,418 83.5

平成１２年度 213,849 189,027 189,027 0 0 △ 24,822 88.4

比 較 額 △150,617 △136,213 △ 136,213 0 0

増( )減 率 △ 70.4 △ 72.1 △ 72.1 － －△

繰入金は、各種基金の取崩し分、公営企業会計からの職員共済組合等負担金、特別会計の土地

処分金等を一般会計に繰り入れるもので、前年度に比べ１，３６２億余円（７２．１％）の減と

なっている。この主な理由は、平成１２年度は、土地開発基金の廃止に伴う繰入金（１，３４６

億余円）があったことによるものである。

繰入金のうち、基金繰入金は収入済額２１０億余円であり、主な内訳は、緊急地域雇用特別基

金繰入金（８１億余円）及び区市町村振興基金繰入金（６８億余円）である。

公営企業会計繰入金は収入済額１９１億余円であり、主な内訳は、臨海地域開発事業会計繰入

金（１００億余円）及び病院会計繰入金（５５億余円）である。

特別会計繰入金は収入済額１２５億余円であり、主な内訳は、都市開発資金会計繰入金（４４

億余円）、都営住宅等保証金会計繰入金（２５億余円）及び中小企業設備導入等資金会計繰入金

（２４億余円）である。

第１２款 諸収入

（単位：百万円、％）

予算現額に

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 対する収入 収入率

済額の増減

平成１３年度 457,352 480,446 464,840 1,533 14,087 7,487 101.6

平成１２年度 559,719 574,295 559,710 664 13,933 △ 9 100.0

比 較 額 △102,366 △ 93,848 △ 94,869 868 153

増( )減 率 △ 18.3 △ 16.3 △ 16.9 130.7 1.1△

諸収入は、各種の貸付金元利収入、宝くじの収益事業収入、その他の雑入等を収入したもの

で、

前年度に比べ９４８億余円（１６．９％）の減となっている。この主な理由は、平成１２年度

は、東京都地下鉄建設株式会社に対する臨時的な貸付金の元金収入（９００億円）があったこと

によるものである。

諸収入の主なものは、貸付金元利収入（２，８９１億余円）、収益事業収入（７７０億余円）
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及び受託事業収入（４９６億余円）である。

なお、収入未済額の主なものは、都税の加算金（６２億余円）及び各種貸付金の元利収入（５

３億余円）である。

第１３款 都 債

（単位：百万円、％）

予算現額に

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 対する収入 収入率

済額の増減

平成１３年度 458,238 313,321 313,321 0 0 △ 144,916 68.4

平成１２年度 454,537 384,274 384,274 0 0 △ 70,262 84.5

比 較 額 3,700 △ 70,953 △ 70,953 0 0

増( )減 率 0.8 △ 18.5 △ 18.5 － －△

都債は、社会資本の整備や都市改造等の財政需要に応えていくための財源の一つとして発行し

たものである。

都債の主なものは、街路整備費等に係る土木債（１，０２７億余円）、恒久的な減税に伴う減

収額の一部を補てんするための減税補てん債（８０６億余円）、住宅建設費等に係る住宅債（４

５５億余円）及び首都圏新都市鉄道株式会社貸付等に係る都市計画債（３４４億余円）である。

第１４款 繰越金

（単位：百万円、％）

予算現額に

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 対する収入 収入率

済額の増減

平成１３年度 71,405 71,405 71,405 0 0 0 100.0

平成１２年度 19,795 19,795 19,795 0 0 0 100.0

比 較 額 51,610 51,610 51,610 0 0

増( )減 率 260.7 260.7 260.7 － －△

前年度からの繰越金を収入したものである。
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イ 歳 出

第１款 議会費

（単位：百万円、％）

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率

平成１３年度 6,521 5,668 0 852 86.9

平成１２年度 6,409 5,686 0 722 88.7

比 較 額 112 △ 17 0 129

増( )減 率 1.7 △ 0.3 － 17.9△

議会費は、都議会議員の報酬、都議会の運営等に要する経費を支出したものである。

第２款 総務費

（単位：百万円、％）

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率

平成１３年度 221,993 206,772 288 14,932 93.1

平成１２年度 233,447 218,954 92 14,400 93.8

比 較 額 △ 11,453 △ 12,182 196 532

増( )減 率 △ 4.9 △ 5.6 213.0 3.7△

総務費は、区市町村行財政の振興経費、職員の退職手当及び年金、庁舎の維持管理経費、知事

本部、総務局、財務局、出納長室、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局及び監査事務局の

管理運営等に要する経費を支出したもので、前年度に比べ１２１億余円（５．６％）の減となっ

ている。この主な理由は、平成１３年度から、広報広聴費（４８億余円）を生活文化費に組み替

えたことによるものである。

総務費の主な内訳は、区市町村行財政の振興経費（７８８億余円）、職員の退職手当及び年金

費（５９５億余円）、 総務局・財務局の管理運営経費である総務管理事務等経費（３７９億余

円）である。

第３款 徴税費

（単位：百万円、％）

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率

平成１３年度 85,886 83,100 0 2,785 96.8

平成１２年度 87,656 85,039 0 2,616 97.0

比 較 額 △ 1,770 △ 1,938 0 168

増( )減 率 △ 2.0 △ 2.3 － 6.4△

徴税費は、主税局における都税の賦課徴収及び滞納処分等に要する経費を支出したものであ



- 17 -

る。

第４款 生活文化費

（単位：百万円、％）

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率

平成１３年度 24,459 22,194 0 2,265 90.7

平成１２年度 19,665 17,771 0 1,893 90.4

比 較 額 4,794 4,422 0 371

増( )減 率 24.4 24.9 － 19.6△

生活文化費は、コミュニティ・文化施策の推進、女性・青少年施策、消費生活対策、広報広聴

等に要する経費を支出したもので、前年度に比べ４４億余円（２４．９％）の増となっている。

この主な理由は、平成１３年度から、広報広聴費（４３億余円）が総務費から組み替えられたこ

とによるものである。

生活文化費の主な内訳は、江戸東京博物館等の運営、文化事業の推進等に係るコミュニティ文

化費（５４億余円）、広報関係に係る広報広聴費（４３億余円）、旅券発給事務等に係る国際費

（１４億余円）、ウィメンズプラザの運営等に係る女性青少年費（１３億余円）及び消費者行政

に係る消費生活対策費（１２億余円）である。

第５款 都市計画費

（単位：百万円、％）

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率

平成１３年度 135,400 120,666 12,072 2,661 89.1

平成１２年度 135,542 111,530 19,844 4,167 82.3

比 較 額 △ 142 9,136 △ 7,772 △ 1,505

増( )減 率 △ 0.1 8.2 △ 39.2 △ 36.1△

都市計画費は、都市計画等に関する各種事業に要する経費を支出したものである。

都市計画費の主なものは、首都高速道路公団への貸付け・出資、交通局・帝都高速度交通営団

への補助、首都圏新都市鉄道株式会社への貸付け等を行う都市交通施設等助成費（９４７億余

円）である。



- 18 -

第６款 環境費

（単位：百万円、％）

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率

平成１３年度 33,368 26,989 695 5,683 80.9

平成１２年度 30,367 27,287 0 3,079 89.9

比 較 額 3,001 △ 298 695 2,604

増( )減 率 9.9 △ 1.1 － 84.6△

環境費は、各種環境保全対策事業、自然保護対策事業、廃棄物対策事業等に要する経費を支出

したものである。

環境費の主な内訳は、廃棄物の埋立処分、道路清掃作業等を行う廃棄物対策費（８１億余

円）、緑地保全策の推進等を行う自然環境費（３０億余円）、環境監視対策等を行う環境改善費

（２６億余円）、低公害車の普及促進等の自動車公害対策費（２１億余円）及び海面処分場の建

設整備等を行う施設整備費（１４億余円）である。

第７款 福祉費

（単位：百万円、％）

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率

平成１３年度 574,727 549,341 2,323 23,061 95.6

平成１２年度 555,744 520,699 3,438 31,606 93.7

比 較 額 18,982 28,642 △ 1,115 △ 8,544

増( )減 率 3.4 5.5 △ 32.4 △ 27.0△

福祉費は、児童、母子及び心身障害者（児）に対する福祉の増進、国民健康保険事業の指導育

成、社会福祉施設の整備等に要する経費を支出したもので、前年度に比べ２８６億余円（５．５

％）の増となっている。この主な理由は、高齢者福祉・医療の複合施設の整備に要する経費（２

４１億余円）の増によるものである。

福祉費の主な内訳は、老人医療費の助成や介護給付費負担金等の高齢福祉費（１，９３０億余

円）、児童扶養手当等の支給、保育事業等を行う子ども家庭福祉費（１，２０９億余円）、心身

障害者（児）医療費の助成や心身障害者（児）福祉施設の運営等を行う心身障害者福祉費（８６

３億余円）及び老人福祉施設・介護老人保健施設の整備助成等を行う施設整備費（６５９億余

円）である。
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第８款 産業労働費

（単位：百万円、％）

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率

平成１３年度 366,654 351,071 3,276 12,306 95.7

平成１２年度 362,932 344,023 5,055 13,853 94.8

比 較 額 3,721 7,047 △ 1,778 △ 1,547

増( )減 率 1.0 2.0 △ 35.2 △ 11.2△

（注）平成１３年度組織改正に伴い、労働経済費から産業労働費へ名称変更した。

産業労働費は、雇用の安定、中小企業の振興及び農林水産業対策等に要する経費を支出したも

のである。

産業労働費の主な内訳は、中小企業制度融資等に係る商工業振興費（２，７９２億余円）、高

年齢者・障害者等の就業促進対策や公共職業訓練事業等を行う労働費（４８６億余円）及び農林

水産費（１８２億余円）である。

第９款 住宅費

（単位：百万円、％）

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率

平成１３年度 262,849 231,520 24,536 6,792 88.1

平成１２年度 299,115 234,855 47,752 16,507 78.5

比 較 額 △ 36,266 △ 3,335 △ 23,216 △ 9,714

増( )減 率 △ 12.1 △ 1.4 △ 48.6 △ 58.8△

住宅費は、都営住宅・都民住宅等の建設・管理、住環境の整備、区市町村に対する助成、優良

民間賃貸住宅建設に対する利子補給等に要する経費を支出したものである。

住宅費の主な内訳は、公営住宅の建設等を行う住宅建設費（９７７億余円）、都民住宅の供給

助成等を行う住宅助成費（６１２億余円）及び都営住宅等の管理運営・営繕等を行う住宅管理費

（４８４億余円）である。

第１０款 衛生費

（単位：百万円、％）

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率

平成１３年度 144,555 133,652 0 10,902 92.5

平成１２年度 147,905 134,774 0 13,130 91.1

比 較 額 △ 3,350 △ 1,122 0 △ 2,227

増( )減 率 △ 2.3 △ 0.8 － △ 17.0△
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衛生費は、保健衛生事業に要する経費を支出したものである。

衛生費の主な内訳は、精神保健福祉施策や特殊疾病対策等を行う医療福祉費（３８７億余

円）、児童の保護委託、児童福祉施設の管理運営、老人保健事業等を行う健康推進費（３４１億

余円）及び地域医療対策、救急医療対策、看護職員の養成・定着対策等を行う医療対策費（３２

１億余円）である。

第１１款 土木費

（単位：百万円、％）

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率

平成１３年度 536,842 455,418 61,651 19,772 84.8

平成１２年度 527,369 481,806 29,074 16,489 91.4

比 較 額 9,472 △ 26,388 32,577 3,283

増( )減 率 1.8 △ 5.5 112.0 19.9△

土木費は、道路、橋りょう、河川、公園、都市改造事業等に要する経費を支出したもので、前

年度に比べ２６３億余円（５．５％）の減となっている。この主な理由は、都市計画街路の整備

に要する経費（１２３億余円）が減となったことによるものである。

土木費の主な内訳は、道路橋梁費（２，５３６億余円）、中小河川や高潮防御施設等の整備及

び河川等の災害箇所の復旧等を行う河川海岸費（７９５億余円）、都立公園等の維持管理費であ

る公園霊園費（５５３億余円）である。

このうち、道路橋梁費の主な内訳は、都市計画街路の整備を行う街路整備費（１，２１３億余

円）、国が直轄施行する道路事業等に対する直轄事業負担金（３７６億余円）、道路補修費（１

７８億余円）、道路整備費（１６８億余円）及び橋梁整備費（１５５億余円）である。

第１２款 港湾費

（単位：百万円、％）

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率

平成１３年度 94,930 83,997 3,960 6,972 88.5

平成１２年度 109,778 88,426 17,315 4,035 80.5

比 較 額 △ 14,848 △ 4,429 △ 13,355 2,937

増( )減 率 △ 13.5 △ 5.0 △ 77.1 72.8△

港湾費は、東京港、島しょ等の港湾・漁港・空港の建設整備、海岸保全施設・廃棄物処理場の

建設等に要する経費を支出したものである。

港湾費の主な内訳は、東京港整備費（６０９億余円）及び島しょ等港湾整備費（２２３億余

円）である。



- 21 -

第１３款 教育費

（単位：百万円、％）

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率

平成１３年度 802,585 790,297 0 12,287 98.5

平成１２年度 798,241 787,326 0 10,915 98.6

比 較 額 4,343 2,970 0 1,372

増( )減 率 0.5 0.4 － 12.6△

教育費は、小学校・中学校の教職員の給与等、高等学校・工業高等専門学校・盲ろう養護学校

の運営、都立学校等の整備、社会教育・芸術文化の振興、学校の保健・給食の運営等に要する経

費を支出したものである。

教育費の主な内訳は、都が負担する区市町村立小中学校の教職員の給与等に係る小中学校費

（４，５５０億余円）、都立学校の教職員の給与及び学校運営等に係る高等学校費（１，５１３

億余円）・盲ろう養護学校費（５６０億余円）、退職手当及年金費（５５４億余円）、教育管理

費（２９２億余円）及び都立学校等の整備を行う施設整備費（２３１億余円）である。

第１４款 学務費

（単位：百万円、％）

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率

平成１３年度 150,326 148,154 0 2,171 98.6

平成１２年度 153,436 151,530 0 1,905 98.8

比 較 額 △ 3,110 △ 3,375 0 265

増( )減 率 △ 2.0 △ 2.2 － 13.9△

学務費は、私立学校の助成及び都立大学等の運営・整備等に係る経費を支出したものである。

学務費の主な内訳は、私立学校教育の振興を図るため、学校法人等に対し、経常費補助等各種

の助成を行う私立学校振興費（１，２９６億余円）、大学等の管理運営・施設整備等に係る経費

の都立大学費（１４２億余円）である。
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第１５款 警察費

（単位：百万円、％）

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率

平成１３年度 613,100 598,228 173 14,697 97.6

平成１２年度 608,363 600,483 0 7,879 98.7

比 較 額 4,737 △ 2,255 173 6,818

増( )減 率 0.8 △ 0.4 － 86.5△

警察費は、警察行政の運営、警察諸施設の整備等に要する経費を支出したものである。

警察費の内訳は、職員給与等の警察管理費（４，９６３億余円）、退職手当及年金費（３７８

億余円）、警察庁舎等の建設・改修・維持管理等を行う警察施設費（３３７億余円）及び交通安

全施設の整備・管理や警察活動に係る警察活動費（３０１億余円）である。

第１６款 消防費

（単位：百万円、％）

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率

平成１３年度 244,000 239,862 0 4,137 98.3

平成１２年度 242,270 239,109 0 3,160 98.7

比 較 額 1,730 752 0 977

増( )減 率 0.7 0.3 － 30.9△

消防費は、消防行政の運営、消防諸施設の整備等に要する経費を支出したものである。

消防費の主な内訳は、職員給与等の消防管理費（１，９６９億余円）、退職手当及年金費（１

７１億余円）、消防装備の整備や防災・救急救助・予防業務等を行う消防活動費（１５２億余

円）及び消防庁舎等の建設・改修や消防水利の整備等を行う建設費（８０億余円）である。

第１７款 公債費

（単位：百万円、％）

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率

平成１３年度 531,306 531,155 0 150 100.0

平成１２年度 611,966 608,364 0 3,601 99.4

比 較 額 △ 80,660 △ 77,208 0 △ 3,451

増( )減 率 △ 13.2 △ 12.7 － △ 95.8△

公債費は、一般会計における都債の元金償還、利子の支払、減債基金への積立て、発行・償還

手数料等に係る経費（公債費会計繰出金）及び各基金からの繰替運用の利子を支出したもので、

前年度に比べ７７２億余円（１２．７％）の減となっている。

公債費の主なものは、公債費会計繰出金（５，３１１億余円）である。
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第１８款 諸支出金

（単位：百万円、％）

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率

平成１３年度 1,625,729 1,623,517 0 2,212 99.9

平成１２年度 1,707,805 1,692,522 0 15,283 99.1

比 較 額 △ 82,076 △ 69,004 0 △ 13,071

増( )減 率 △ 4.8 △ 4.1 － △ 85.5△

諸支出金は、前年度に比べ６９０億余円（４．１％）の減となっている。この主な理由は、財

政調整基金積立金（９３３億余円）が減となったことによるものである。

諸支出金の主な内訳は、他会計支出金（１兆１，４９０億余円）及び諸費（３，５１８億余

円）である。

このうち、他会計支出金は、特別会計繰出金（８，６９８億余円）及び公営企業会計支出金

（２，７９１億余円）である。特別会計繰出金の主な内訳は、特別区財政調整会計繰出金（８，

３０４億余円）及び用地会計繰出金（３１９億余円）であり、公営企業会計支出金の主な内訳

は、下水道事業会計支出金（１，８６５億余円）、病院会計支出金（４４５億余円）及び高速電

車事業会計支出金（３４１億余円）である。

諸費の主な内訳は、地方消費税交付金（１，６３６億余円）、利子割交付金（７７２億余円）

及び過誤納還付金（６７８億余円）である。

第１９款 予備費

（単位：百万円、％）

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率

平成１３年度 3,200 0 0 3,200 0

平成１２年度 4,550 0 0 4,550 0

比 較 額 △ 1,350 0 0 △ 1,350

増( )減 率 △ 29.7 － － △ 29.7△
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（２）特別会計について

（単位：百万円、％）

平成１３年度 平成１２年度 増（△）減

額 率

歳入（収入済額） ３，５４４，６４２ ３，５７３，８６３ △ ２９，２２０ △ ０．８

歳出（支出済額） ３，４７６，３５５ ３，５５７，２１２ △ ８０，８５７ △ ２．３

差 引 ６８，２８６ １６，６５０ ５１，６３６ ３１０．１

都は、特定の事業を行うため、又は特定の歳入をもって特定の歳出に充てるため、一般会計と

は別に、特別区財政調整会計など１８特別会計を設置し、その経理の明確化を図っている。

予算・決算状況について見ると、表３（６ページ）のとおり、特別会計の合算額で、収入率９

７．７％（前年度比１．１ポイント増）、執行率９６．６％（前年度比０．６ポイント減）とな

っている。

会計別の執行状況は、次のとおりである。

ア 特別区財政調整会計（総務局所管）

（ア）歳 入

（単位：百万円、％）

予算現額に

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 対する収入 収入率

済額の増減

平成１３年度 830,498 830,496 830,496 0 0 △ 1 100.0

平成１２年度 830,939 830,938 830,938 0 0 0 100.0

比 較 額 △ 441 △ 441 △ 441 0 0

増( )減 率 △ 0.1 △ 0.1 △ 0.1 － －△

（イ）歳 出

（単位：百万円、％）

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率

平成１３年度 830,498 830,496 0 1 100.0

平成１２年度 830,939 830,938 0 0 100.0

比 較 額 △ 441 △ 441 0 0

増( )減 率 △ 0.1 △ 0.1 － －△

この会計は、都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する収支を経理するものである。

財源として、都が課税する固定資産税・市町村民税法人分・特別土地保有税等の５２％相当

額（８，２７３億余円）など８，３０４億余円を一般会計から繰り入れ、特別区に対し、普通

交付金・特別交付金として同額を支出している。
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イ 地方消費税清算会計（主税局所管）

（ア）歳 入

（単位：百万円、％）

予算現額に

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 対する収入 収入率

済額の増減

平成１３年度 1,003,919 952,572 952,572 0 0 △ 51,346 94.9

平成１２年度 1,049,823 1,006,824 1,006,824 0 0 △ 42,998 95.9

比 較 額 △ 45,904 △ 54,251 △ 54,251 0 0

増( )減 率 △ 4.4 △ 5.4 △ 5.4 － －△

（イ）歳 出

（単位：百万円、％）

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率

平成１３年度 976,548 933,564 0 42,983 95.6

平成１２年度 1,013,389 1,006,824 0 6,564 99.4

比 較 額 △ 36,841 △ 73,259 0 36,418

増( )減 率 △ 3.6 △ 7.3 － 554.8△

この会計は、各都道府県間において消費地と課税地を一致させるために行う地方消費税の清

算に関する収支を経理するものである。

国から払い込まれる清算前の地方消費税７，２０６億余円、各道府県から支払われる清算金

２，３１８億余円等を合わせた９，５２５億余円を収入し、各道府県に支払う清算金６，２４

１億余円、一般会計への繰出金３，０６８億余円等を支出している。

ウ 小笠原諸島生活再建資金会計（総務局所管）

（ア）歳 入

（単位：百万円、％）

予算現額に

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 対する収入 収入率

済額の増減

平成１３年度 303 557 480 0 76 177 158.4

平成１２年度 181 497 421 0 75 240 232.6

比 較 額 122 60 59 0 1

増( )減 率 67.4 12.1 14.0 － 1.3△
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（イ）歳 出

（単位：百万円、％）

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率

平成１３年度 303 49 0 253 16.2

平成１２年度 181 38 0 142 21.0

比 較 額 122 11 0 110

増( )減 率 67.4 28.9 － 77.5△

この会計は、小笠原諸島帰島民等に対する生活再建資金貸付事業に関する収支を経理するも

のである。

財源は、前年度からの繰越金、貸付金の返還金等を合わせた４億８０百余万円であり、商工

業資金等の貸付けに要する経費として４９百余万円を支出している。

エ 母子福祉貸付資金会計（福祉局所管）

（ア）歳 入

（単位：百万円、％）

予算現額に

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 対する収入 収入率

済額の増減

平成１３年度 4,387 6,718 4,412 0 2,305 25 100.6

平成１２年度 3,807 6,473 4,051 4 2,417 244 106.4

比 較 額 580 244 360 △ 3 △ 111

増( )減 率 15.2 3.8 8.9 △ 75.0 △ 4.6△

（イ）歳 出

（単位：百万円、％）

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率

平成１３年度 4,387 3,439 0 947 78.4

平成１２年度 3,807 3,285 0 521 86.3

比 較 額 580 153 0 426

増( )減 率 15.2 4.7 － 81.8△

この会計は、母子家庭の経済的自立と生活意欲の助長及び扶養されている子どもの福祉の増

進を図ることを目的とする、母子福祉資金貸付事業に関する収支を経理するものである。

財源は、都債（国庫からの借入金）、貸付金の返還金、一般会計繰入金等を合わせた４４億

余円であり、修学資金、就学支度資金等１３種類の貸付けに要する経費として３４億余円を支

出している。
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オ 心身障害者扶養年金会計（福祉局所管）

（ア）歳 入

（単位：百万円、％）

予算現額に

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 対する収入 収入率

済額の増減

平成１３年度 4,029 3,944 3,916 0 27 △ 112 97.2

平成１２年度 3,942 3,866 3,827 0 38 △ 114 97.1

比 較 額 87 78 89 0 △ 10

増( )減 率 2.2 2.0 2.3 － △ 26.3△

（イ）歳 出

（単位：百万円、％）

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率

平成１３年度 4,029 3,861 0 167 95.8

平成１２年度 3,942 3,800 0 141 96.4

比 較 額 87 61 0 25

増( )減 率 2.2 1.6 － 17.7△

この会計は、保護者が死亡した場合等に心身障害者に年金を支給することを目的とする心身

障害者扶養年金制度における、掛金及び年金等の給付に関する収支を経理するものである。

財源は、年金加入者の掛金、一般会計繰入金等を合わせた３９億余円であり、年金の給付等

に要する経費として３８億余円を支出している。

カ 中小企業設備導入等資金会計（産業労働局所管）

（ア）歳 入

（単位：百万円、％）

予算現額に

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 対する収入 収入率

済額の増減

平成１３年度 20,276 20,773 19,756 0 1,017 △ 519 97.4

平成１２年度 17,746 19,029 18,055 0 974 309 101.7

比 較 額 2,530 1,744 1,700 0 43

増( )減 率 14.3 9.2 9.4 － 4.4△
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（イ）歳 出

（単位：百万円、％）

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率

平成１３年度 20,276 13,561 0 6,715 66.9

平成１２年度 17,746 13,324 0 4,421 75.1

比 較 額 2,530 236 0 2,294

増( )減 率 14.3 1.8 － 51.9△

（注）平成１３年度より中小企業近代化資金助成会計から中小企業設備導入等資金会計へ名称変更し

た。

この会計は、小規模企業者等の創業支援及び経営基盤の強化を図ることなどを目的とする、

小規模事業者等への設備導入資金の貸付事業等に関する収支を経理するものである。

財源は、貸付金の返還金、前年度からの繰越金、都債（中小企業総合事業団法（平成１１年

法律第１９号）に基づく中小企業総合事業団からの借入金）等を合わせた１９７億余円であ

り、小規模企業者等設備導入資金等の貸付け及び借入金の返還に要する経費として１３５億余

円を支出している。

キ 農業改良資金助成会計（産業労働局所管）

（ア）歳 入

（単位：百万円、％）

予算現額に

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 対する収入 収入率

済額の増減

平成１３年度 181 103 95 0 8 △ 85 52.5

平成１２年度 185 118 112 0 5 △ 72 60.5

比 較 額 △ 4 △ 14 △ 16 0 2

増( )減 率 △ 2.2 △ 11.9 △ 14.3 － 40.0△

（イ）歳 出

（単位：百万円、％）

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率

平成１３年度 181 58 0 122 32.0

平成１２年度 185 104 0 80 56.2

比 較 額 △ 4 △ 45 0 41

増( )減 率 △ 2.2 △ 43.3 － 51.3△

この会計は、農業者等に対して必要な資金を貸し付け、農業経営の安定と農業生産力の向上

を図ることを目的とする、農業改良資金貸付事業に関する収支を経理するものである。
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財源は、貸付金の返還金、前年度からの繰越金等を合わせた９５百余万円であり、生産方式

改善資金等の貸付け及び借入金の返還に要する経費として５８百余万円を支出している。

ク 林業改善資金助成会計（産業労働局所管）

（ア）歳 入

（単位：百万円、％）

予算現額に

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 対する収入 収入率

済額の増減

平成１３年度 35 81 74 0 7 39 211.4

平成１２年度 38 82 75 0 6 37 197.4

比 較 額 △ 3 △ 0 △ 0 0 0

増( )減 率 △ 7.9 △ 0.0 △ 0.0 － 0.0△

（イ）歳 出

（単位：百万円、％）

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率

平成１３年度 35 1 0 33 2.9

平成１２年度 38 14 0 23 36.8

比 較 額 △ 3 △ 13 0 10

増( )減 率 △ 7.9 △ 92.9 － 43.5△

この会計は、林業従事者等に対して必要な資金を貸し付け、林業経営の改善、労働災害の防

止、林業後継者の育成確保等を図ることを目的とする、林業改善資金貸付事業等に関する収支

を経理するものである。

財源は、前年度からの繰越金、貸付金の返還金等を合わせた７４百余万円であり、林業生産

高度化資金等の貸付けに要する経費として１百余万円を支出している。

ケ 沿岸漁業改善資金助成会計（産業労働局所管）

（ア）歳 入

（単位：百万円、％）

予算現額に

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 対する収入 収入率

済額の増減

平成１３年度 51 48 48 0 0 △ 2 94.1

平成１２年度 51 52 52 0 0 1 102.0

比 較 額 0 △ 4 △ 4 0 0

増( )減 率 0 △ 7.7 △ 7.7 － －△
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（イ）歳 出

（単位：百万円、％）

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率

平成１３年度 51 26 0 24 51.0

平成１２年度 51 40 0 10 78.4

比 較 額 0 △ 13 0 13

増( )減 率 0 △ 32.5 － 130.0△

この会計は、沿岸漁業従事者等に対して必要な資金を貸し付け、漁業経営の安定と漁業生産

力の向上を図ることを目的とする、沿岸漁業改善資金貸付事業に関する収支を経理するもので

ある。

財源は、貸付金の返還金、前年度からの繰越金等を合わせた４８百余万円であり、経営等改

善資金等の貸付けに要する経費として２６百余万円を支出している。

コ と場会計（中央卸売市場所管）

（ア）歳 入

（単位：百万円、％）

予算現額に

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 対する収入 収入率

済額の増減

平成１３年度 6,283 6,083 6,083 0 0 △ 199 96.8

平成１２年度 6,344 5,972 5,972 0 0 △ 371 94.1

比 較 額 △ 61 110 110 0 0

増( )減 率 △ 1.0 1.8 1.8 － －△

（イ）歳 出

（単位：百万円、％）

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率

平成１３年度 6,283 6,083 0 199 96.8

平成１２年度 6,344 5,972 0 371 94.1

比 較 額 △ 61 110 0 △ 171

増( )減 率 △ 1.0 1.8 － △ 46.1△

この会計は、都民に対する生鮮食肉の供給を確保するため、と場事業に関する収支を経理す

るものである。

財源は、一般会計からの繰入金、と畜使用料、施設整備費に対する都債等を合わせた６０億

余円であり、と場事業の管理運営に要する人件費、芝浦と場施設の維持管理・と畜解体作業に

要する経費、と場施設の整備に要する経費等として同額を支出している。
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サ 都営住宅等保証金会計（住宅局所管）

（ア）歳 入

（単位：百万円、％）

予算現額に

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 対する収入 収入率

済額の増減

平成１３年度 4,105 4,376 4,375 0 0 270 106.6

平成１２年度 4,072 4,339 4,339 0 0 267 106.6

比 較 額 33 36 36 0 0

増( )減 率 0.8 0.8 0.8 － －△

（イ）歳 出

（単位：百万円、％）

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率

平成１３年度 3,078 3,035 0 42 98.6

平成１２年度 3,485 3,298 0 186 94.6

比 較 額 △ 407 △ 263 0 △ 143

増( )減 率 △ 11.7 △ 8.0 － △ 76.9△

この会計は、都営住宅及び特定公共賃貸住宅等の保証金（敷金）に関する収支を経理するも

のである。

財源は、一般会計繰入金、前年度からの繰越金、都営住宅保証金等を合わせた４３億余円で

あり、一般会計繰出金（既設都営住宅団地環境整備及び地域開発整備に要する経費）及び住宅

退去者への保証金返還金として３０億余円を支出している。

シ 都市開発資金会計（都市計画局所管）

（ア）歳 入

（単位：百万円、％）

予算現額に

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 対する収入 収入率

済額の増減

平成１３年度 13,813 23,152 23,152 0 0 9,339 167.6

平成１２年度 10,241 9,773 9,773 0 0 △ 467 95.4

比 較 額 3,572 13,379 13,379 0 0

増( )減 率 34.9 136.9 136.9 － －△
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（イ）歳 出

（単位：百万円、％）

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率

平成１３年度 13,813 12,404 0 1,408 89.8

平成１２年度 10,241 9,771 0 469 95.4

比 較 額 3,572 2,632 0 939

増( )減 率 34.9 26.9 － 200.2△

この会計は、既成市街地の計画的な整備改善を図るため、国から資金を借り受けて行う都市

施設用地の先行取得事業に関する収支を経理するものである。

財源は、土地売払収入、一般会計からの繰入金（都市施設用地の買収に要した経費の借入金

に係る償還のための元金・利子）等を合わせた２３１億余円であり、一般会計への繰出金（先

行取得した用地に係る売払代金等）等に要する経費として１２４億余円を支出している。

ス 用地会計（財務局所管）

（ア）歳 入

（単位：百万円、％）

予算現額に

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 対する収入 収入率

済額の増減

平成１３年度 147,147 118,200 118,200 0 0 △ 28,947 80.3

平成１２年度 175,564 116,101 116,101 0 0 △ 59,463 66.1

比 較 額 △ 28,417 2,098 2,098 0 0

増( )減 率 △ 16.2 1.8 1.8 － －△

（イ）歳 出

（単位：百万円、％）

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率

平成１３年度 147,147 102,907 511 43,728 69.9

平成１２年度 175,564 108,292 2,943 64,328 61.7

比 較 額 △ 28,417 △ 5,385 △ 2,431 △ 20,600

増( )減 率 △ 16.2 △ 5.0 △ 82.6 △ 32.0△

この会計は、事務事業の円滑な推進を図るために行う、河川、道路、公園等の用地の先行取

得に関する収支を経理するものである。

財源は、財産売払収入（事業局へ引き継いだ用地の引取経費及び償還金）、都債等を合わせ

た１，１８２億余円であり、用地買収、都債の償還等に要する経費として１，０２９億余円を

支出している。
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セ 公債費会計（財務局所管）

（ア）歳 入

（単位：百万円、％）

予算現額に

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 対する収入 収入率

済額の増減

平成１３年度 1,369,946 1,368,765 1,368,765 0 0 △ 1,180 99.9

平成１２年度 1,482,217 1,471,414 1,471,414 0 0 △ 10,802 99.3

比 較 額 △ 112,271 △ 102,649 △ 102,649 0 0

増( )減 率 △ 7.6 △ 7.0 △ 7.0 － －△

（イ）歳 出

（単位：百万円、％）

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率

平成１３年度 1,369,946 1,368,765 0 1,180 99.9

平成１２年度 1,482,217 1,471,414 0 10,802 99.3

比 較 額 △ 112,271 △ 102,649 0 △ 9,621

増( )減 率 △ 7.6 △ 7.0 － △ 89.1△

この会計は、一般会計、特別会計及び公営企業会計の公債費を明確にするために都債の発行

・償還に係る収支を一括計上し、経理するものである。

財源は、各会計からの繰入金等１兆３，６８７億余円であり、各会計における都債の元利償

還等に要する経費として同額を支出している。

ソ 新住宅市街地開発事業会計（建設局所管）

（ア）歳 入

（単位：百万円、％）

予算現額に

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 対する収入 収入率

済額の増減

平成１３年度 74,818 75,728 75,540 188 0 721 101.0

平成１２年度 38,935 38,150 34,318 1 3,830 △ 4,616 88.1

比 較 額 35,883 37,578 41,221 186 △ 3,830

増( )減 率 92.2 98.5 120.1 － △ 100.0△
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（イ）歳 出

（単位：百万円、％）

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率

平成１３年度 74,818 73,840 87 890 98.7

平成１２年度 38,935 33,866 75 4,992 87.0

比 較 額 35,883 39,973 11 △ 4,101

増( )減 率 92.2 118.0 14.7 △ 82.2△

この会計は、多摩ニュータウン区域における宅地、公共施設等の供給を行う新住宅市街地開

発事業に関する収支を経理するもので、多摩ニュータウン事業会計に順次、未処分宅地を売却

し、引き継ぐものである。なお、平成１５年度末に廃止予定である。

財源は、事業用地の財産売払収入、下水道・土地建物使用料等を合わせた７５５億余円であ

り、宅地造成、公園緑地整備、公共施設整備、都債の償還等に要する経費として７３８億余円

を支出している。

タ 多摩ニュータウン事業会計（建設局所管）

（ア）歳 入

（単位：百万円、％）

予算現額に

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 対する収入 収入率

済額の増減

平成１３年度 97,283 89,251 85,929 3,322 0 △ 11,353 88.3

平成１２年度 － － － － － － －

比 較 額 97,283 89,251 85,929 3,322 0

増( )減 率 － － － － －△

（イ）歳 出

（単位：百万円、％）

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率

平成１３年度 97,283 81,553 0 15,729 83.8

平成１２年度 － － － － －

比 較 額 97,283 81,553 0 15,729

増( )減 率 － － － －△

この会計は、平成１３年度より新設されたもので、新住宅市街地開発事業の未処分宅地を買

い取り（平成１５年度まで）、併せて相原小山地区（町田市）における土地区画整理事業（相

原小山開発事業会計）を組み入れた、多摩ニュータウン事業（宅地の処分）に関する収支を経

理するものである。
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財源は、保留地等の財産売払収入、都債等を合わせた８５９億余円であり、新住宅市街地開

発事業の未処分宅地購入経費、都債の償還に係る経費、土地区画整理事業に係る経費（整地・

粗造成工事費）等として８１５億余円を支出している。

チ 市街地再開発事業会計（建設局所管）

（ア）歳 入

（単位：百万円、％）

予算現額に

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 収入対する 収入率

済額の増減

平成１３年度 44,379 47,615 47,048 0 566 2,669 106.0

平成１２年度 56,794 53,922 53,429 0 493 △ 3,364 94.1

比 較 額 △ 12,415 △ 6,307 △ 6,380 0 73

増( )減 率 △ 21.9 △ 11.7 △ 11.9 － 14.8△

（イ）歳 出

（単位：百万円、％）

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率

平成１３年度 44,379 39,037 349 4,991 88.0

平成１２年度 56,794 52,416 630 3,747 92.3

比 較 額 △ 12,415 △ 13,378 △ 280 1,244

増( )減 率 △ 21.9 △ 25.5 △ 44.4 33.2△

この会計は、既成市街地を再開発し、生活環境の改善と都市の防災機能の強化を図り、併せ

て土地の高度利用を促すための市街地再開発事業に関する収支を経理するものである。

財源は、不動産売払収入（特定施設建築物の敷地及び保留床の分譲代金収入）、市街地再開

発事業に充当する一般会計繰入金、都債等を合わせた４７０億余円であり、白鬚西地区、赤羽

北地区、亀戸・大島・小松川地区等の市街地再開発事業費、都債の償還に要する経費等として

３９０億余円を支出している。
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ツ 臨海都市基盤整備事業会計（建設局所管）

（ア）歳 入

（単位：百万円、％）

予算現額に

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 対する収入 収入率

済額の増減

平成１３年度 5,380 3,693 3,693 0 0 △ 1,686 68.6

平成１２年度 5,895 4,071 4,070 0 0 △ 1,824 69.0

比 較 額 △ 514 △ 377 △ 377 0 0

増( )減 率 △ 8.7 △ 9.3 △ 9.3 － －△

（イ）歳 出

（単位：百万円、％）

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 執行率

平成１３年度 5,380 3,666 37 1,675 68.1

平成１２年度 5,895 3,768 391 1,735 63.9

比 較 額 △ 514 △ 101 △ 353 △ 60

増( )減 率 △ 8.7 △ 2.7 △ 90.3 △ 3.5△

この会計は、臨海副都心の開発整備に必要な都心部と副都心部を結ぶ広域幹線道路等の整備

を行い、併せて晴海、豊洲、有明北地区の開発整備を土地区画整理事業で行う臨海都市基盤整

備事業に関する収支を経理するものである。

財源は、臨海地域開発事業会計からの繰入金、都債等を合わせた３６億余円であり、臨海都

市基盤整備事業に要する経費等として３６億余円を支出している。
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３ 資金収支及び資金運用状況について

平成１３年度における出納長所属各会計の収支実績及び資金運用の状況は、表５のとおり、収支

実績は、収入総額９兆８，５４７億余円に対し、支出総額は９兆６，７７９億余円で、差引き１，

７６８億余円（一般会計１，０８５億余円、特別会計６８２億余円）の収入超過となっている。

資金収支状況について見ると、例年どおり、４月と５月は、都税収入がほとんどない一方で、中

小企業制度融資等の貸付け及び各種義務的経費の支出が集中し、大幅な支出超過となった。このた

め基金及び前年度の一般会計等からの繰替運用によりこれを補てんしている。

６月には法人二税、７月には、固定資産税・都市計画税の第１期分及び地方消費税清算会計への

払込収入があり、資金が大幅に増加した。８月は利子割交付金などの税連動経費を区市町村へ交付

したことにより、単月では大幅な支出超過となったが、４月からの累計収支は収入超過であった。

９月以降は、単月では支出超過となる月があったものの、固定資産税・都市計画税及び法人二税

等の収入により、累計収支では、各月とも常に収入超過を維持できた。

以上のとおり、年度当初は、厳しい資金状況にあったが、以降は、法人二税を中心に都税収入の

大幅な伸びがあったため、形式収支は収入超過となっている。

次に、資金は主に、短期の大口定期預金及び普通預金により運用されており、利子収入について

見ると、年度推移は表６のとおりであり、当年度分は、３億１０百万円で、前年度と比べて９億３

２百万円の減となっている。これは主に、歳計現金の運用残高が増加したにもかかわらず、平成１

３年３月に金融緩和措置が講じられたことに伴い、預金利率が大幅に低下したことによるものであ

る。

また、資金不足に対応する繰替運用（一時繰替借）に伴う支払利子は、６６万余円であり、前年

度と比べて、９７百万円の減となっている。これは、銀行業等に対する外形標準課税の導入もあり

法人二税が好調であったため、６月以降は年度を通じて安定的な資金運用を行うことができたこと

に伴い、歳計現金の一時繰替借が年度当初の短期間であったことによるものである。

都は、基金も含め多額の資金（平成１３年度平均残高１兆７，６８１億円）を運用していること

から、ペイオフ対策のため、平成１３年度に公金管理委員会を設置し、「東京都資金管理方針」、

「平成１４年度資金管理計画」を策定してきたところである。

しかし、金融情勢は依然として不透明で厳しい状況が続くと予測されることから、今後も、金融

情報の収集分析に努め、安全かつ効率的な資金運用が望まれる。
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平 成 １３ 年 度 出 納 長 所 属 各 会 計

(表５)

平成１３年

区 分 ４ 月 ５ ６ ７ ８ ９ １０

収 入 421,111 454,075 1,494,483 1,015,043 492,398 734,466 649,079

一 般 会 計 167,996 254,023 1,280,738 635,491 250,606 465,726 419,190

特 別 会 計 253,115 200,052 213,745 379,552 241,792 268,740 229,889

支 出 501,370 689,184 773,960 477,667 823,146 856,518 465,745

一 般 会 計 404,502 389,383 493,332 313,601 453,510 505,383 322,947

特 別 会 計 96,868 299,801 280,628 164,066 369,636 351,135 142,798

収 支 差 引 △ 80,259 △235,109 720,523 537,376 △330,748 △122,052 183,334

累計収支差引

( A ) △ 80,259 △315,368 405,155 942,531 611,783 489,731 673,065

一時借入金残高

( B ) 0 0 0 0 0 0 0

一時繰替借残高

( C ) 300,000 340,000 55,000 3,000 3,000 3,000 3,000

一時繰替貸残高

( D ) 0 0 0 0 0 0 0

翌年度繰越額

( E ) 0 0 0 0 0 0 0

当年度資金残高

( F=A+B+C-D-E ) 219,741 24,632 460,155 945,531 614,783 492,731 676,065

前年度・翌年度 (平成１２年度分)

資 金 残 高 ( G ) 299,449 19,713 0 0 0 0 0

資 金 残 高

( F+G ) 519,190 44,345 460,155 945,531 614,783 492,731 676,065

（注） 各会計の計数は端数四捨五入のため、他のページの該当する数値と一致しないことがある。
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収 支 実 績 及 び 資 金 運 用 状 況

（単位：百万円）

平成１４年

１１ １２ １ 月 ２ ３ ４ ５ 計

389,631 862,381 687,870 443,746 1,614,614 194,721 401,162 9,854,780

214,133 699,066 390,485 209,345 1,130,680 159,652 33,006 6,310,137

175,498 163,315 297,385 234,401 483,934 35,069 368,156 3,544,643

588,400 851,121 470,401 638,483 1,387,548 342,395 812,028 9,677,966

362,010 657,689 340,657 317,990 866,316 301,031 473,259 6,201,610

226,390 193,432 129,744 320,493 521,232 41,364 338,769 3,476,356

△198,769 11,260 217,469 △194,737 227,066 △147,674 △410,866 176,814

474,296 485,556 703,025 508,288 735,354 587,680 176,814

0 0 0 0 0 0 0

3,000 64,000 0 0 35,000 0 0

0 0 0 0 414 230,000 0

0 0 0 0 0 1,932 176,814

477,296 549,556 703,025 508,288 769,940 355,748 0

(平成１４年度分)

0 0 0 0 0 128,650

477,296 549,556 703,025 508,288 769,940 484,398
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利 子 収 入 及 び 支 払 利 子 推 移 表

(表６) （単位：百万円）

区 分 平成９年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度

利 子 収 入 1,309 873 94 1,242 310

一 般 会 計 1,239 803 75 1,224 298

特 別 会 計 69 69 19 18 11

一時借入金等支払利子

（一般会計） 343 398 378 98 1

(注)１ 各会計の計数は端数四捨五入のため、他のページの該当する数値と一致しないことがある。

２ 一時借入金等支払利子は、基金等からの一時繰替借に係るものである。
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４ 財産管理の状況について

都有財産は、公有財産、物品、債権及び基金に大別され、財産に関する調書の決算年度末（平成

１４．３．３１）現在高及びその内訳は、表７から表１０までのとおりである。

公 有 財 産
(表７)

分 類 区 分 平成１３年度末現在高 平成１２年度末残高 増（△）減
２ ２ ２土地及び建物 土 地 86,138,391.85 ｍ 85,655,928.94 ｍ 482,462.91 ｍ
２ ２ ２建 物 26,853,760.59 ｍ 26,496,824.51 ｍ 356,936.08 ｍ
２ ２ ２山 林 面 積 23,985,161.82 ｍ 23,864,866.93 ｍ 120,294.89 ｍ
３ ３ ３立 木 439,314.14 ｍ 391,649.86 ｍ 47,664.28 ｍ

動 産 船 舶 35 隻 35 隻 0 隻

7,377.44 総トン 7,377.44 総トン 0 総トン

浮 標 29 個 29 個 0 個

浮 桟 橋 593 個 594 個 △ 1 個

浮 ド ッ ク 1 個 3 個 △ 2 個

航 空 機 13 機 13 機 0 機
２ ２ ２物 権 地 上 権 21,494,343.28 ｍ 21,499,305.59 ｍ △ 4,962.31 ｍ
２ ２ ２地 役 権 162.60 ｍ 3,661.74 ｍ △ 3,499.14 ｍ
２ ２ ２鉱 業 権 14,067,200.00 ｍ 14,067,200.00 ｍ 0.00 ｍ
２ ２ ２計 35,561,705.88 ｍ 35,570,167.33 ｍ △ 8,461.45 ｍ

無 体 財 産 権 特 許 権 57 件 54 件 3 件

著 作 権 151 件 121 件 30 件

商 標 権 38 件 38 件 0 件

実 用 新 案 権 8 件 15 件 △ 7 件

意 匠 権 1 件 3 件 △ 2 件

81 件 63 件 18 件その他これらに準ずる権利

計 336 件 294 件 42 件

有 価 証 券 株 券 137,561,245,380 円 138,418,245,380 円 △ 857,000,000 円

出 資 証 券 27,065,681,500 円 27,065,681,500 円 0 円

計 164,626,926,880 円 165,483,926,880 円 △ 857,000,000 円

出資による権利 出資金及び出えん金 258,723,746,740 円 251,412,276,200 円 7,311,470,540 円

不動産の信託 賃 貸 型 土 地 信 託 3 件 3 件 0 件

の 受 益 権 1 件 1 件 0 件賃貸及び分譲型土地信託

計 4 件 4 件 0 件

（注）1 土地及び地上権の面積には、山林の面積が含まれている。

2 船舶は総トン数２０トン以上のものである。
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主 な 増 減 説 明

・ 土地の増加は、主に、旧交通局自動車整備工場敷地等４万５，２５１．５７ｍ が売却により減少２

したものの、建設局（旧多摩都市整備本部）が所管する用地の公簿面積から実測面積への修正により

４９万９，７６３．４５ｍ が増加したことによるものである。２

・ 建物の増加は、主に、都営住宅の建替えにより２１万８，１２５．２５ｍ 、江東高齢者医療セン２

ターの新築により３万２，９８９．８１ｍ 、それぞれ増加したことによるものである。２

・ 有価証券の減少は、主に、警視庁所管の有価証券が出資による権利へ区分換えされたことにより５

億７，８００万円減少したことによるものである。

・ 出資による権利の増加は、主に、東京信用保証協会出えん金が取崩しのため５０億８，４５３万余

円減少したものの、首都高速道路公団出資金が１０８億１，８００万円増加したことによるものであ

る。

物 品

(表８)

平成１３年度末現在高 平成１２年度末残高 増（△）減

４４，０８２ 点 ４２,９８３ 点 １，０９９ 点

（注）1 取得価格１００万円以上のものである。
2 総トン数２０トン未満の船舶を含む。

主 な 増 減 説 明

・ 物品の増加は、主に、江東高齢者医療センターの新築に伴う医療機器（磁気共鳴診断装置）などが

５５６点増加したことによるものである。
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債 権

(表９)

平成１３年度末現在高 平成１２年度末残高 増（△）減

1,723,223,310,459 円 1,708,934,186,240 円 14,289,124,219 円

主 な 増 減 説 明

・ 債権の増加は、主に、東京都住宅供給公社貸付金が１３９億２，０８８万余円増加したことによる

ものである。

基 金

(表１０)

平成１３年度末現在高 平成１２年度末残高 増（△）減

1,482,895,545,295 円 1,001,984,985,220 円 480,910,560,075 円

主 な 増 減 説 明

・ 基金の増加は、主に、減債基金が２，２５０億３，０２６万余円、財政調整基金が１，８７５億

２， ７３２万余円、それぞれ増加したことによるものである。
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５ 事業執行等に関する意見について

（１）全体意見

ア 財政状況について

平成１３年度決算においては、平成１１年７月に策定された「財政再建推進プラン」に基づ

き、引き続き、歳入歳出両面にわたる見直しを行うとともに、なお生じる財源不足額について

職員給与の削減、減債基金積立の一部計上見送りなどで、その圧縮を図る一方、新たに銀行業

等に対する外形標準課税による収入があったことなどにより、形式収支から翌年度に繰り越す

べき財源を差し引いた実質収支は、一般会計で７０１億余円の黒字となっている。

しかしながら、「平成１３年度東京都普通会計決算について」によれば、普通会計決算にお

ける実質収支は、公営企業会計への支出の一部を翌年度に繰り延べざるを得なかったことなど

により、１００億円の赤字となるとされている。

また、平成１４年１月に発表された「都財政の収支見通し（平成１５～１８年度）」では、

平成１５年度をピークに、大量発行した都債の償還が見込まれることなどにより、毎年度３，

０００～４，０００億円を超える財源不足が発生する恐れがあるとしており、都財政は、今後

も極めて厳しいものと予測される。

一方、都は、そうした中でも、首都を再生し、都民生活の不安を解消するため、都市基盤の

整備、雇用・中小企業対策、救急医療対策などの優先課題に積極的に取り組んでいく必要があ

るとしている。

このような状況においては、内部努力の更なる徹底、新規財源の確保など歳入歳出の両面に

わたって徹底した見直しを継続することはもとより、スクラップ・アンド・ビルドによる施策

の見直しを行うとともに、ＰＦＩ等の民間活力の活用などにより新たな施策の展開をより一層

推進していくことが求められる。

以上のとおり、都は、引き続き厳しい財政状況の中で、解決すべき課題が山積していること

から、いち早く自主的な財政再建を成し遂げ、都民の負託に応えるよう、更なる努力が望まれ

る。

イ 事業執行について

今年度決算では、都税、諸収入、使用料及手数料などの収入未済額は、前年度（２，２８１

億余円）に比べ３０５億余円減少しているものの、平成１３年度末で１，９７６億余円と、い

まだ多額なものとなっている。

各局は、都財政の現状を十分に認識し、負担の公平性等の観点から、未納者への適切な措置

を講ずるなど、引き続き、収入未済額の縮減に向け、より一層の努力が望まれる。
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（２）局別意見

平成１３年度出納長所属各会計決算審査に当たり、予算の執行状況等について審査した結果、

全体としては良好と認められたが、〔第４ 局別事項〕でそれぞれ意見を付したとおりであり、

その概要については次のとおりである。

《 健 康 局 》

ア 看護婦等修学資金貸付金等に係る未収金の回収に努めるべきもの

局は、都内の看護学校等の在学生に対し、看護婦等修学資金貸与金（以下「修学資金」とい

う。）を貸与しており、また、看護婦二年課程定時制学生生計資金貸付金（以下「生計資金」

という。）を平成１１年度まで貸し付けていた。

両資金に係る返還金の未収状況について見たところ、平成１３年度末の収入未済額（以下「未

収金」という。）が、修学資金は１億５，４１６万余円、生計資金は５，６０６万余円と多額

に発生しており、繰越分の未収金が年々増加していることが認められた。

局は、滞納者の状況把握に努め、連帯保証人に対する催告を行うなど実効性のある手続を講

じて、修学資金等に係る未収金の回収に努められたい。

《 産業労働局 》

ア 適切な会計処理に努めるべきもの

局は、農業及び沿岸漁業者に必要な資金貸付を行う事業について、農業改良資金助成会計及

び沿岸漁業改善資金助成会計の特別会計を設置して経理している。特別会計を設置した場合に

は、貸付けの事業に関する事務費に係る収入及び支出の経理をその他の経理と区分し、特別の

勘定を設けて整理しなければならないとしている。

各会計の貸付事業に関する事務費について見たところ、事務費に充当すべきとされている契

約違約金及び一般会計繰入金の合計額が不足したため、それぞれ貸付勘定から流用しているこ

とが認められた。

局は、事務費に充当すべき歳入に不足を生じないよう、適切な会計処理に努められたい。

《 中央卸売市場 》

ア 適切な財産管理に努めるべきもの

中央卸売市場では、安全な食肉を供給するため、衛生対策として、食肉市場の大動物棟

（牛）及び小動物棟（豚）の改修工事を行っている。

場は、食肉市場ボイラー設備取替工事等によりボイラー設備等の財産を取得しているが、物

品又は建物の一部として管理すべきであるにもかかわらず、財産台帳等へ登載しておらず、財

産としての管理を行っていない。

場は、速やかに区分を行い、適切な財産管理に努められたい。



- 46 -

《 住 宅 局 》

ア 適切な予算計上を行うべきもの

局では、資金が不足するため良質な個人住宅の取得をすることが困難なものに対し、取扱金

融機関に必要な資金の融資あっせんを行い、個人住宅の取得の促進を図っている。

この融資について事故により取扱金融機関が損失を受けた場合は、融資総額の１０パーセン

トを限度として償還期間が満了するまで損失補償を行っており、近年、この融資の返済に関す

る損失補償額の支出は急増しているが、当初予算に計上されていない。

局は、損失補償に係る歳出予算の計上を適切に行われたい。

《 建 設 局 》

ア 道路の無許可占用の削減を図るとともに占用料の収納促進に努めるべきもの

局は、都道に看板等を設置しようとする者の申請により占用許可を与え、東京都道路占用料

等徴収条例に基づき、道路占用料（以下「占用料」という。）を徴収している。

平成１３年度における局の看板等実態調査によると、適正に設置された看板等は５３％に留

まる状況となっている。

また、この設置許可されている看板等の占用料については、毎年、収入未済額（以下「未収

金」という。）が１，０００万円前後増加しており、平成１３年度末の未収金は１億１，２０

２万余円に達している。

局は、道路の無許可占用の削減を図るとともに占用料の収納促進に、より一層努められたい。
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第４ 局別事項

局別事項は、審査の対象となった一般会計及び１８特別会計を所管する２６局等について、平

成１４年７月２５日から同年８月７日までを実地審査期間として審査を実施したものであり、局

別の結果については以下のとおりである。
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